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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和７年１月９日（令和７年（行情）諮問第１７号ないし同第２２号）

及び同年２月２０日（同第２３７号） 

答申日：令和７年１２月２４日（令和７年度（行情）答申第７３６号ないし同

第７４２号） 

事件名：ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に係る文書のうち特定期間に作成

された文書の一部開示決定に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に係る特定期間に作成された文

書のうち特定の開示決定等で残りの部分とされた文書等の一部開示

決定に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルにつ

づられた文書のうち特定の開示決定等で残りの部分とされた文書等

の一部開示決定に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルにつ

づられた文書のうち特定の開示決定等で残りの部分とされた文書等

の一部開示決定に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルにつ

づられた文書のうち特定の開示決定等で残りの部分とされた文書等

の一部開示決定に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルにつ

づられた文書のうち特定の開示決定等で残りの部分とされた文書等

の一部開示決定に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルにつ

づられた文書のうち特定の開示決定等で残りの部分とされた文書等

の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる各文書（以下、順に「本件請求文書１」ないし「本件

請求文書７」といい、併せて「本件請求文書」という。）の各開示請求に

対し、別紙の２に掲げる各文書（以下、順に「文書１」ないし「文書１７

０」といい、併せて「本件対象文書１」という。）を特定し、その一部を

不開示とした各決定について、諮問庁が別紙の３に掲げる各文書（以下、

順に「文書１７１」ないし「文書１７３」といい、併せて「本件対象文書

２」といい、本件対象文書１と併せて「本件対象文書」という。）を追加

して特定し、開示決定等をすべきとしていることは、妥当である。 
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第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく各開示請求に対し、令和５年９月１５日付け防官文第１

９４８８号、同年１１月２２日付け同第２３９３７号、令和６年１月２６

日付け同第１３４９号、同年４月５日付け同第８５６４号、同年６月１４

日付け同第１３９５４号、同年８月２６日付け同第１９１１８号、同年１

０月１１日付け同第２３２８８号ないし同第２３２９３号及び同年１１月

５日付け同第２５００５号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」

という。）が行った各決定（以下、順に「原処分１」ないし「原処分１３」

といい、併せて「原処分」という。）について、その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、各審査請求書によると、おお

むね以下のとおりである。 

（１）審査請求書１（原処分１について） 

アないしキ （略） 

（２）審査請求書２（原処分２について） 

アないしエ （略） 

オ 一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

カないしク （略） 

（３）審査請求書３（原処分３について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（２）オと同旨。 

カないしケ （略） 

（４）審査請求書４（原処分４について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（２）オと同旨。 

カないしケ （略） 

（５）審査請求書５（原処分５について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（２）オと同旨。 

カないしケ （略） 

（６）審査請求書６（原処分６について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（２）オと同旨。 

カないしケ （略） 
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（７）審査請求書７（原処分７ないし原処分１２について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（２）オと同旨。 

カ及びキ （略） 

ク 他に文書がないか確認を求める。 

審査請求人には確認する手段がないので、他に文書がないか念のた

め確認を求める。 

ケ （略） 

（８）審査請求書８（原処分１３について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（２）オと同旨。 

カ及びキ （略） 

ク 上記（７）クと同旨。 

ケ （略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

（１）原処分１及び原処分７について 

本件開示請求は、本件請求文書１の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書１ないし文書７６を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和５年９月１５日付け防官文第１９４８８号によ

り、本件対象文書のうち、文書１（表紙のみ。）について、法９条１項

に基づく開示決定処分（原処分１）を行った後、令和６年１０月１１日

付け同第２３２８８号により、本件対象文書のうち、文書１ないし文書

７６（文書１の表紙を除く。）について、法５条３号に該当する部分を

不開示とする一部開示決定処分（原処分７）を行った。 

本件審査請求は、原処分１及び原処分７に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

なお、原処分１に対する審査請求について、審査請求が提起されてか

ら情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行うまでに約１年３か月を

要しているが、その間多数の開示請求に加え、開示請求の件数を大幅に

上回る大量の審査請求が提起されており、それらにも対応していたこと

から、本件諮問を行うまでに長期間を要したものである。 

（２）原処分２及び原処分８について 

本件開示請求は、本件請求文書２の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書２ないし文書８３を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和５年１１月２２日付け防官文第２３９３７号に
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より、本件対象文書のうち、文書７７（１枚目のみ。）について、法５

条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分２）を

行った後、令和６年１０月１１日付け同第２３２８９号により、本件対

象文書のうち、文書２ないし文書８３（文書７７の１枚目を除く。）に

ついて、法５条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分

（原処分８）を行った。 

本件審査請求は、原処分２及び原処分８に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

なお、原処分２に対する審査請求について、審査請求が提起されてか

ら情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行うまでに約１年１か月を

要しているが、その間多数の開示請求に加え、開示請求の件数を大幅に

上回る大量の審査請求が提起されており、それらにも対応していたこと

から、本件諮問を行うまでに長期間を要したものである。 

（３）原処分３及び原処分９について 

本件開示請求は、本件請求文書３の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書２ないし文書１０２（文書７７の１枚目

を除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和６年１月２６日付け防官文第１３４９号により、

本件対象文書のうち、文書８４（１枚目のみ。）について、法５条３号

に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分３）を行った

後、同年１０月１１日付け同第２３２９０号により、本件対象文書のう

ち、文書２ないし文書１０２（文書７７及び文書８４のそれぞれ１枚目

を除く。）について、法５条３号に該当する部分を不開示とする一部開

示決定処分（原処分９）を行った。 

本件審査請求は、原処分３及び原処分９に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

（４）原処分４及び原処分１０について 

本件開示請求は、本件請求文書４の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書２ないし文書１１６（文書７７及び文書

８４のそれぞれ１枚目を除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和６年４月５日付け防官文第８５６４号により、

本件対象文書のうち、文書１０３（１枚目のみ。）について、法５条３

号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分４）を行っ

た後、同年１０月１１日付け同第２３２９１号により、本件対象文書の

うち、文書２ないし文書１１６（文書７７、文書８４及び文書１０３の

それぞれ１枚目を除く。）について、法５条３号に該当する部分を不開
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示とする一部開示決定処分（原処分１０）を行った。 

本件審査請求は、原処分４及び原処分１０に対して提起されたもので

あり、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

（５）原処分５及び原処分１１について 

本件開示請求は、本件請求文書５の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書２ないし文書１３３（文書７７、文書８

４及び文書１０３のそれぞれ１枚目を除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和６年６月１４日付け防官文第１３９５４号によ

り、本件対象文書のうち、文書１１７（１枚目のみ。）について、法５

条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分５）を

行った後、同年１０月１１日付け同第２３２９２号により、本件対象文

書のうち、文書２ないし文書１３３（文書７７、文書８４、文書１０３

及び文書１１７のそれぞれ１枚目を除く。）について、法５条３号に該

当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分１１）を行った。 

本件審査請求は、原処分５及び原処分１１に対して提起されたもので

あり、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

（６）原処分６及び原処分１２について 

本件開示請求は、本件請求文書６の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書２ないし文書１５３（文書７７、文書８

４、文書１０３及び文書１１７のそれぞれ１枚目を除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和６年８月２６日付け防官文第１９１１８号によ

り、本件対象文書のうち、文書１３４（１枚目のみ。）について、法５

条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分６）を

行った後、同年１０月１１日付け同第２３２９３号により、本件対象文

書のうち、文書２ないし文書１５３（文書７７、文書８４、文書１０３、

文書１１７及び文書１３４のそれぞれ１枚目を除く。）について、法５

条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分１２）

を行った。 

本件審査請求は、原処分６及び原処分１２に対して提起されたもので

あり、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

（７）原処分１３について 

本件開示請求は、本件請求文書７の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書２ないし文書１７０（文書７７、文書８

４、文書１０３、文書１１７及び文書１３４のそれぞれ１枚目を除く。）

を特定し、令和６年１１月５日付け防官文第２５００５号により、法５

条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分１３）
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を行った。 

本件審査請求は、原処分１３に対して提起されたものである。 

２ 法５条該当性について 

原処分において、不開示とした部分及び不開示とした理由は、別表のと

おりであり、本件対象文書のうち、法５条３号に該当する部分を不開示と

した。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）原処分１及び原処分７について 

アないしキ （略） 

ク 審査請求人は、「一部に対する不開示決定の取消し」として、支障

が生じない部分について開示を求めるが、原処分７においては、本件

対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果、上記２のとおり、本

件対象文書の一部が同条３号に該当することから当該部分を不開示と

したものであり、その他の部分については開示している。 

ケ （略） 

コ 審査請求人は、「他に文書がないか確認を求める」としているが、

本件対象文書のほかに本件開示請求に係る行政文書は保有していない。 

サ 以上のことから、審査請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処

分を維持することが妥当である。 

（２）原処分２及び原処分８について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）クと同旨（ただし、「原処分７」とあるのは「原処分２

及び原処分８」と読み替える。）。 

オないしク （略） 

ケ 審査請求人は、「他に文書がないか確認を求める」としているが、

本件審査請求を受けて改めて探索を行ったところ、追加して特定すべ

き文書を保有していることが確認できたため、追加して特定すべき文

書につき、改めて開示決定等をすることとする。 

コ 以上のことから、上記（２）ケのとおり、追加して特定すべき文書

につき、改めて開示決定等をすることとするが、審査請求人のその他

の主張にはいずれも理由がなく、原処分を維持することが妥当である。 

（３）原処分３及び原処分９について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）クと同旨（ただし、「原処分７」とあるのは「原処分３

及び原処分９」と読み替える。）。 

オないしケ （略） 

コ及びサ 上記（２）ケ及びコと同旨。 

（４）原処分４及び原処分１０について 
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アないしウ （略） 

エ 上記（１）クと同旨（ただし、「原処分７」とあるのは「原処分４

及び原処分１０」と読み替える。）。 

オないしク （略） 

ケ及びコ 上記（２）ケ及びコと同旨。 

（５）原処分５及び原処分１１について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）クと同旨（ただし、「原処分７」とあるのは「原処分５

及び原処分１１」と読み替える。）。 

オないしク （略） 

ケ及びコ 上記（２）ケ及びコと同旨。 

（６）原処分６及び原処分１２について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）クと同旨（ただし、「原処分７」とあるのは「原処分６

及び原処分１２」と読み替える。）。 

オないしク （略） 

ケ及びコ 上記（２）ケ及びコと同旨。 

（７）原処分１３について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）クと同旨（ただし、「原処分７」とあるのは「原処分１

３」と読み替える。）。 

オ及びカ （略） 

キ 上記（２）ケと同旨。 

ク （略） 

ケ 上記（２）コと同旨。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件各諮問事件について、以下のとおり、併合し、調査審

議を行った。 

① 令和７年１月９日   諮問の受理（令和７年（行情）諮問第１７

号ないし同第２２号） 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同月３１日      審議（同上） 

④ 同年２月２０日    諮問の受理（令和７年（行情）諮問第２３

７号） 

⑤ 同日         諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑥ 同年３月７日     審議（同上） 

⑦ 同年１２月４日    本件対象文書の見分及び審議（令和７年

（行情）諮問第１７号ないし同第２２号及び
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同第２３７号） 

⑧ 同月１８日      令和７年（行情）諮問第１７号ないし同第

２２号及び同第２３７号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件各開示請求について 

本件各開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件対象文書１を特定し、その一部を法５条３号に該当するとして不開示

とする原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、文書の追加特定及び不開示部分の開示等を

求めており、諮問庁は、本件請求文書２ないし本件請求文書７につき、本

件対象文書２を追加して特定し、これについて改めて開示決定等をすると

した上で、原処分を維持することが妥当としていることから、以下、本件

対象文書の見分結果を踏まえ、本件対象文書の特定の妥当性及び本件対象

文書１に係る不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

なお、令和７年（行情）諮問第１７号において、諮問庁は、原処分１に

係る審査請求についても併せて諮問しているが、その内容からすると当審

査会で判断すべき内容はないと解されることから、当該処分に係る判断は

しない。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ、次のとおりであった。 

ア 本件各開示請求については、いずれも「ロシア軍の編成・装備・作

戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られた文書」の開示を求めて

いる点で共通しており、各開示請求の対象とする文書の範囲を踏まえ

て別紙の４のとおり本件対象文書１を特定した。 

イ 本件各審査請求を受けて、本件対象文書１の外に本件請求文書に該

当する文書がないか探索を行ったところ、別紙の３のとおり本件対象

文書２の保有を確認した（本件請求文書２につき、文書１７１が該当

し、本件請求文書３ないし本件請求文書７につき、文書１７１ないし

文書１７３が該当する。）。 

ウ 念のため関係部署において改めて探索を行ったが、本件対象文書の

外に本件請求文書に該当する行政文書の保有は確認できなかった。 

（２）当審査会において、諮問庁から本件対象文書２の提示を受けて確認し

たところ、本件対象文書２は、諮問庁の上記（１）イの説明のとおり本

件請求文書２ないし本件請求文書７に該当する文書であると認められる。 

そうすると、上記（１）の本件対象文書１の特定方法及び本件対象文

書２の追加特定方法に問題はなく、探索状況を踏まえると、本件対象文

書の外に本件請求文書に該当する文書は保有していないとする諮問庁の
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上記（１）の説明に不自然、不合理な点は認められない。 

他に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせる事情も認めら

れないことからすると、防衛省において、本件対象文書の外に開示請求

の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので、本

件対象文書２を追加して特定し、開示決定等をすべきとしていることは

妥当である。 

３ 本件対象文書１に係る不開示部分の不開示情報該当性について 

別表に掲げる不開示部分には、防衛省・自衛隊が活動の資とするために

収集・処理した情報が記載されていると認められる。 

当該部分は、これを公にすることにより、防衛省・自衛隊の情報の収

集・分析能力、情報関心及び情報業務の運用要領等が明らかとなり、害意

を有する相手方がその弱点をついた行動を採ることが可能となるなど、防

衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ、ひいては国の安全

が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由が

あると認められるので、法５条３号に該当し、不開示としたことは妥当で

ある。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件各一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件請求文書の各開示請求に対し、本件対象文書１を

特定し、その一部を法５条３号に該当するとして不開示とした各決定につ

いて、諮問庁が本件対象文書２を追加して特定し、開示決定等をすべきと

していることについては、防衛省において、本件対象文書の外に各開示請

求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので、本

件対象文書２を追加して特定し、開示決定等をすべきとしていることは妥

当であり、本件対象文書１につき不開示とされた部分は、同号に該当する

と認められるので、不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 白井幸夫、委員 田村達久、委員 野田 崇 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

（１）本件請求文書１（諮問第１７号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち２０２３．１．２４－本本Ｂ２４４２で特定された後

に綴られた文書の全て。 

（２）本件請求文書２（諮問第１８号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち２０２３．１．２４－本本Ｂ２４４２で特定された後

に綴られた文書の全てのうち防官文第１９４８８号（２０２３．７．１８

－本本Ｂ９８２）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２３．

７．１８－本本Ｂ９８２）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２２

年度各国データ（ロシア）」は除く）。 

（３）本件請求文書３（諮問第１９号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第２３９３７号（２０２３．９．２５－本本Ｂ

１４０３）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２３．９．２

５－本本Ｂ１４０３）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２２年度

各国データ（ロシア）」は除く）。 

（４）本件請求文書４（諮問第２０号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第１３４９号（２０２３．１２．１－本本Ｂ１

８４９）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２３．１２．１

－本本Ｂ１８４９）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２２年度各

国データ（ロシア）」【当該文書の２０２３年度版以降】は除く）。 

（５）本件請求文書５（諮問第２１号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第８５６４号（２０２４．２．６－本本Ｂ２２

８０）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２４．２．６－本

本Ｂ２２８０）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２２年度各国デ

ータ（ロシア）」【当該文書の２０２３年度版以降】は除く）。 

（６）本件請求文書６（諮問第２２号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第１３９５４号（２０２４．４．１６－本本Ｂ

１２１）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２４．４．１６

－本本Ｂ１２１）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２２年度各国

データ（ロシア）」【当該文書の２０２３年度版以降】は除く）。 
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（７）本件請求文書７（諮問第２３７号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第１９１１８号（２０２４．６．２５－本本Ｂ

５２８）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２４．６．２５

－本本Ｂ５２８）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２２年度各国

データ（ロシア）」【当該文書の２０２３年度版以降】は除く）。 

 

２ 本件対象文書１（原処分において特定した文書） 

文書１ ２０２２年度各国データ（ロシア） 

文書２ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年３月２０日 防衛省 

文書３ ウクライナにおける戦況と特徴 ２０２３年４月 防衛省 ① 

文書４ ロシア、展示会で新型の航空機発射巡航ミサイル「Ｋｈ－６９」

を初公開（カレント分析２３－００５０ 令和５年１月２６日） 

文書５ ウクライナ侵略におけるロシアの動員宣言＊＊＊（一般分析２３

－００５ 令和５年１月３１日） 

文書６ 最近の中国・台湾等トピック（１／２４～１／３１分）（基礎資

料２３－００５３ 令和５年１月３１日） 

文書７ ウクライナヘのＫｈ－２２（ＡＳ－４ ＫＩＴＣＨＥＮ）による

攻撃（カレント分析２３－００６４ 令和５年２月１日） 

文書８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．１２．２０～２０２

３．１．１６）（基礎資料２３－００５７ 令和５年２月１日） 

文書９ ウクライナに対する工兵戦闘車の供与について（カレント分析２

３－００６８ 令和５年２月２日） 

文書１０ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．１．１７～２０２

３．１．２３）（基礎資料２３－００９５ 令和５年２月１０

日） 

文書１１ 最近の中国・台湾等トピック（２／７～２／１４分）（基礎資

料２３－０１０３ 令和５年２月１４日） 

文書１２ ウクライナ侵略におけるロシアのサイバー攻撃（一般分析２３

－０１０ 令和５年２月１７日） 

文書１３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．１．２４～２０２

３．２．６）（基礎資料２３－０１２２ 令和５年２月２１日） 

文書１４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．２．７～２０２３．

２．１３）（基礎資料２３－０１２３ 令和５年２月２１日） 

文書１５ プーチン大統領、年次教書演説を実施（２０２３年２月）（カ

レント分析２３－０１２２ 令和５年２月２２日） 

文書１６ 露、重ＩＣＢＭ「サルマト」の２回目の発射実験に失敗か（カ

レント分析２３－０１２４ 令和５年２月２２日） 
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文書１７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．２．１４～２０２

３．２．２０）（基礎資料２３－０１３１ 令和５年２月２４

日） 

文書１８ 最近の中国・台湾等トピック（２／２１～２／２８分）（基礎

資料２３－０１４４ 令和５年２月２８日） 

文書１９ 最近の中国・台湾等トピック（２／２８～３／７分）（基礎資

料２３－０１５８ 令和５年３月７日） 

文書２０ 露極東アムール造船所、大型フリゲート建造再開か（カレント

分析２３－０１６６ 令和５年３月９日） 

文書２１ 最近の中国・台湾等トピック（３／７～３／１４分）（基礎資

料２３－０１７６ 令和５年３月１４日） 

文書２２ ウクライナ情勢における中国の対露軍事支援を巡る各種報道等

（基礎資料２３－０１８３ 令和５年３月１６日） 

文書２３ 中国、ウクライナ情勢における対露武器提供を否定（カレント

分析２３－０１９１ 令和５年３月１７日） 

文書２４ 最近の中国・台湾等トピック（３／１４～３／２０分）（基礎

資料２３－０１８６ 令和５年３月２０日） 

文書２５ 露、「スターリンク」対策装備を開発（カレント分析２３－０

２２７ 令和５年３月３１日） 

文書２６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．３．１４～２０２

３．３．２０）（基礎資料２３－０２２１ 令和５年４月６日） 

文書２７ 露太平洋艦隊、２５年前半までに「ポセイドン」搭載原潜部隊

を新編（カレント分析２３－０２３９ 令和５年４月７日） 

文書２８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．３．２１～２０２

３．３．２７）（基礎資料２３－０２２５ 令和５年４月７日） 

文書２９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．３．２８～２０２

３．４．３）（基礎資料２３－０２４２ 令和５年４月１３日） 

文書３０ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．４．４～２０２３．

４．１０）（基礎資料２３－０２５２ 令和５年４月１８日） 

文書３１ 最近の中国・台湾等トピック（４／１１～４／１８分）（基礎

資料２３－０２５５ 令和５年４月１８日） 

文書３２ ロシア、「特別軍事作戦」参加者等支援財団を設立（カレント

分析２３－０２８０ 令和５年４月１９日） 

文書３３ ウクライナ情勢における中国の対露軍事支援を巡る各種報道等

（３月１１日～４月２０日）（基礎資料２３－０２６６ 令和

５年４月２０日） 

文書３４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．４．１１～２０２

３．４．１７）（基礎資料２３－０２７９ 令和５年４月２４
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日） 

文書３５ 露国防省、太平洋艦隊の戦闘準備態勢の抜き打ち検閲を実施

（カレント分析２３－０２９６ 令和５年４月２６日） 

文書３６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．４．１８～２０２

３．４．２４）（基礎資料２３－０２８８ 令和５年４月２６

日） 

文書３７ 露極超音速ミサイル「ツィルコン」の外観・構成・飛翔に関す

る分析（カレント分析２３－０３０４ 令和５年４月２７日） 

文書３８ 露、軍の招集対象者への召集令状電子化（カレント分析２３－

０３１１ 令和５年４月２７日） 

文書３９ ウクライナＵＳＶに関するトピック（２０２２．１０．１１～

２０２３．３．２２）（基礎資料２３－０２９８ 令和５年４

月２７日） 

文書４０ 米シンクタンクＣＳＩＳによる宇宙脅威評価２０２３（基礎資

料２３－０３１７ 令和５年５月８日） 

文書４１ 最近の中国・台湾等トピック（４／２５～５／９分）（基礎資

料２３－０３２４ 令和５年５月９日） 

文書４２ ロシア、対独戦勝７８周年記念軍事パレードを実施（カレント

分析２３－０３３１ 令和５年５月１０日） 

文書４３ 露占領当局、前線地域からの一部住民退避に着手（カレント分

析２３－０３４４ 令和５年５月１２日） 

文書４４ ロシア極東で対独戦勝７８周年記念軍事パレードを実施（カレ

ント分析２３－０３４７ 令和５年５月１５日） 

文書４５ 対独戦勝記念日におけるプーチン露大統領の演説（２０２３年）

（カレント分析２３－０３４８ 令和５年５月１５日） 

文書４６ 露北洋艦隊向け「キロ改」級潜水艦１番艦に「マリウポリ」と

命名（カレント分析２３－０３５０ 令和５年５月１５日） 

文書４７ ロシアによる対独戦勝７８周年記念軍事パレード＊＊＊（カレ

ント分析２３－０３５５ 令和５年５月１６日） 

文書４８ 対独戦勝７８周年記念式典におけるプーチン大統領の演説＊＊

＊（カレント分析２３－０３５７ 令和５年５月１６日） 

文書４９ 露、「カリブル」非搭載艦を黒海艦隊に配備（カレント分析２

３－０３７０ 令和５年５月１９日） 

文書５０ 「特別軍事作戦」におけるロシア軍の作戦基本部隊について

（一般分析２３－０２９ 令和５年５月２３日） 

文書５１ 米スペースＸ（ｗｉｔｈ ウクライナ）ｖｓ． ロシア、電子

戦対決 ～なぜ「スターリンク」衛星システムに、露の電子戦

は効果をあげていないのか～（カレント分析２３－０３７７ 
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令和５年５月２３日） 

文書５２ プーチン露大統領、予備役の軍事招集に関する大統領令に署名

～戦闘長期化に伴う追加動員の準備の一環か～（カレント分析

２３－０３７８ 令和５年５月２３日） 

文書５３ 米Ｓｅｃｕｒｅ Ｗｏｒｌｄ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎによる対

宇宙能力に関する報告書２０２３年版（ロシア部分）（基礎資

料２３－０３６６ 令和５年５月２３日） 

文書５４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．４．２５～２０２

３．５．８）（基礎資料２３－０３７６ 令和５年５月２４日） 

文書５５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．５．９～２０２３．

５．１５）（基礎資料２３－０３７６ 令和５年５月２４日） 

文書５６ 戦車戦：「レオパルト２」ＶＳ．「Ｔ－７２Ｂ３」（カレント

分析２３－０３８３ 令和５年５月２５日） 

文書５７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．５．１６～２０２

３．５．２２）（基礎資料２３－０３９２ 令和５年５月３０

日） 

文書５８ ロシアの情報戦関連動向（シャングリラ・ダイアローグ関連）

（基礎資料２３－０３９３ 令和５年５月３０日） 

文書５９ 露最大の国際航空見本市「ＭＡＫＳ－２０２３」、中止の可能

性（カレント分析２３－０４１３ 令和５年６月２日） 

文書６０ 露・ベラルーシ、核配備に関する文書に署名（カレント分析２

３－０４２０ 令和５年６月６日） 

文書６１ ウクライナ軍運用のＳｕ－２４へのストームシャドウ搭載につ

いて（カレント分析２３－０４４２ 令和５年６月９日） 

文書６２ 露、「Ｋｏｎｄｏｒ－ＦＫＡ Ｎｏ．１」ＳＡＲ衛星を打ち上

げ（カレント分析２３－０４４８ 令和５年６月１３日） 

文書６３ 最近の中国・台湾等トピック（６／６～６／１３分）（基礎資

料２３－０４４４ 令和５年６月１３日） 

文書６４ チェチェン首長が中国製装甲車の動画を投稿（報道）（基礎資

料２３－０４４５ 令和５年６月１３日） 

文書６５ キーウ攻撃に使用されたロシアＵＡＶ「スーパーカム」の性能

及び運用に関する一考察（カレント分析２３－０４５４ 令和

５年６月１４日） 

文書６６ イランがロシアに供給のドローンに中国製部品（報道）（基礎

資料２３－０４５７ 令和５年６月１６日） 

文書６７ 露バルト艦隊、バルト海で演習を実施（カレント分析２３－０

４８０ 令和５年６月２０日） 

文書６８ 露の主張する蚊放出ドローンを用いて感染症がまき散らされる
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可能性について（カレント分析２３－０４９３ 令和５年６月

２３日） 

文書６９ ウクライナ南部におけるダム決壊の軍事的影響（カレント分析

２３－０５２３ 令和５年７月４日） 

文書７０ 最近の中国・台湾等トピック（６／２７～７／４分）（基礎資

料２３－０４９９ 令和５年７月４日） 

文書７１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．５．２３～２０２

３．６．５）（基礎資料２３－０５０３ 令和５年７月５日） 

文書７２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．６．６～２０２３．

６．１２）（基礎資料２３－０５０９ 令和５年７月７日） 

文書７３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．６．２０～２０２

３．６．２６）（基礎資料２３－０５１６ 令和５年７月１１

日） 

文書７４ 最近の中国・台湾等トピック（７／４～７／１１分）（基礎資

料２３－０５１９ 令和５年７月１１日） 

文書７５ ロシア軍によって撃墜された「ストームシャドウ」について

（カレント分析２３－０５５３ 令和５年７月１３日） 

文書７６ 最近の中国・台湾等トピック（７／１１～７／１４分）（基礎

資料２３－０５３３ 令和５年７月１８日） 

文書７７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．７．４～２０２３．

７．１０）（基礎資料２３－０５９５ 令和５年８月１０） 

文書７８ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年７月１９日 防衛省 

文書７９ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年７月２５日 防衛省 

文書８０ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年９月６日 防衛省 

文書８１ ウクライナにおける戦況と特徴 ２０２３年４月 防衛省 ② 

文書８２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．７．２８～２０２

３．８．３）（基礎資料２３－０６１２ 令和５年８月１８日） 

文書８３ 「特別軍事作戦」での教訓を踏まえたロシア軍の作戦基本部隊

の見通し（情勢分析２３－０２２ 令和５年９月１２日） 

文書８４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．９．１～２０２３．

９．７）（基礎資料２３－０７２４ 令和５年１０月４日） 

文書８５ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年９月２７日 防衛省 

文書８６ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年９月２８日 防衛省 

文書８７ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月４日 防衛省 

文書８８ ロシア軍事情勢 令和５年１０月 防衛政策局調査課戦略情報

分析室 

文書８９ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月１１日 防衛省 

文書９０ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月１２日 防衛省 
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文書９１ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月１８日 防衛省 

① 

文書９２ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月１８日 防衛省 

② 

文書９３ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月２６日 防衛省 

文書９４ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１０月３１日 防衛省 

文書９５ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１１月８日 防衛省 

文書９６ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１１月１８日 防衛省 

文書９７ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１１月１５日 防衛省 

文書９８ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１１月２２日 防衛省 

文書９９ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１１月２８日 防衛省 

文書１００ ロシア太平洋艦隊の戦力整備状況 

文書１０１ Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｂｕｉｌｄｕｐ ａｎｄ Ｒｅｃｅｎｔ 

Ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｕｓｓｉａｎ Ｐａｃｉ

ｆｉｃ Ｆｌｅｅｔ 

文書１０２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．９．２２～２０

２３．９．２８）（基礎資料２３－０７３５ 令和５年１０月

１１日） 

文書１０３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．１１．１７～２

０２３．１１．３０）（基礎資料２３－０９７３ 令和５年１

２月１２日） 

文書１０４ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１２月５日 防衛省 

文書１０５ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１２月１２日 防衛

省 

文書１０６ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１２月１９日 防衛

省 ① 

文書１０７ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１２月１９日 防衛

省 ② 

文書１０８ ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１２月２６日 防衛

省 

文書１０９ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年１月１０日 防衛省 

文書１１０ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年１月１６日 防衛省 

文書１１１ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年１月１７日 防衛省 

文書１１２ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年１月２４日 防衛省 

文書１１３ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年１月３１日 防衛省 

文書１１４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．１２．１～２０

２３．１２．７）（基礎資料２３－０９８４ 令和５年１２月

１４日） 
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文書１１５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．１２．８～２０

２３．１２．１４）（基礎資料２３－１００９ 令和５年１２

月２２日） 

文書１１６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２３．１２．１５～２

０２３．１２．２１）（基礎資料２３－１０１０ 令和５年１

２月２２日） 

文書１１７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．２．２～２０２

４．２．８）（基礎資料２４－００９４ 令和６年２月２０日） 

文書１１８ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年２月８日 防衛省 

文書１１９ ロシアによるウクライナ侵略の状況 

文書１２０ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年２月９日 防衛省 

文書１２１ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年２月１５日 防衛省 

文書１２２ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年２月１９日 防衛省 

文書１２３ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年２月２８日 防衛省 

文書１２４ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年３月６日 防衛省 

文書１２５ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年３月１２日 防衛省 

文書１２６ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年３月１３日 防衛省 

文書１２７ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年３月１９日 防衛省 

文書１２８ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年３月２６日 防衛省 

文書１２９ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年４月３日 防衛省 

文書１３０ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年４月５日 防衛省 

文書１３１ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年４月１０日 防衛省 

文書１３２ 露軍が新型手榴弾をウクライナ戦線に投入（カレント分析２

４－０１０４ 令和６年２月１３日） 

文書１３３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．３．１～２０２

４．３．７）（基礎資料２４－０１８３ 令和６年３月２６日） 

文書１３４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．５．１７～２０

２４．５．２３）（基礎資料２４－０４４２ 令和６年６月１

８日） 

文書１３５ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年４月１７日 防衛省 

① 

文書１３６ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年４月１７日 防衛省 

② 

文書１３７ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年５月２日 防衛省 

文書１３８ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年５月１０日 防衛省 

文書１３９ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年５月１７日 防衛省 

① 

文書１４０ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年５月１７日 防衛省 
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② 

文書１４１ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年５月２４日 防衛省 

文書１４２ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年５月３０日 防衛省 

文書１４３ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年６月６日 防衛省 

文書１４４ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年６月１４日 防衛省 

文書１４５ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年６月１７日 防衛省 

文書１４６ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年６月２１日 防衛省 

文書１４７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．３．２２～２０

２４．３．２８）（基礎資料２４－０２３１ 令和６年４月１

２日） 

文書１４８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．４．５～２０２

４．４．１１）（基礎資料２４－０２７３ 令和６年４月２４

日） 

文書１４９ 令和５年度ロシア・ウクライナ情勢調査（ルーマニア・リト

アニア出張報告）（情報資料２４－０１７ 令和６年４月２６

日） 

文書１５０ 軍事大国でない国家のためのウクライナ戦争の教訓に関する

米シンクタンク掲載の論説～西側大国が想定してきた従来型戦

争を前提としたアプローチの誤り～（基礎資料２４－０３１０ 

令和６年５月１０日） 

文書１５１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．４．１９～２０

２４．４．２５）（基礎資料２４－０３２２ 令和６年５月１

６日） 

文書１５２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．４．２６～２０

２４．５．９）（基礎資料２４－０３７２ 令和６年５月２９

日） 

文書１５３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．５．１０～２０

２４．５．１６）（基礎資料２４－０３８６ 令和６年６月４

日） 

文書１５４ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年６月２８日 防衛省 

文書１５５ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年７月３日 防衛省 

文書１５６ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年７月１０日 防衛省 

文書１５７ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年７月１２日 防衛省 

文書１５８ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年７月１９日 防衛省 

文書１５９ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年７月２６日 防衛省 

文書１６０ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年８月２日 防衛省 

文書１６１ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年８月９日 防衛省 

文書１６２ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年８月２３日 防衛省 
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文書１６３ ロシアによるウクライナ侵略 令和６年８月３０日 防衛省 

文書１６４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．５．２４～２０

２４．５．３０）（基礎資料２４－０４６８ 令和６年６月２

６日） 

文書１６５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．７．５～２０２

４．７．１１）（基礎資料２４－０５５５ 令和６年７月２４

日） 

文書１６６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．７．１２～２０

２４．７．１８）（基礎資料２４－０５７０ 令和６年７月２

９日） 

文書１６７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．７．１９～２０

２４．７．２５）（基礎資料２４－０５７９ 令和６年７月３

１日） 

文書１６８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．７．２６～２０

２４．８．１）（基礎資料２４－０６０４ 令和６年８月７日） 

文書１６９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．８．２～２０２

４．８．２２）（基礎資料２４－０６７８ 令和６年８月２８

日） 

文書１７０ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２４．８．２３～２０

２４．８．２９）（基礎資料２４－０６９５ 令和６年９月２

日） 

 

３ 本件対象文書２（諮問庁が追加して特定すべきとしている文書） 

（１）本件請求文書２の対象として追加して特定すべきとしている文書 

文書１７１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック （２０２３．８．１９～２

０２３．８．２４）（基礎資料２３－０７１８ 令和５年８月

２４日） 

（２）本件請求文書３ないし本件請求文書７の対象として追加して特定すべき

としている文書 

文書１７１ 

文書１７２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック （２０２３．９．１５～２

０２３．９．２１）（基礎資料２３－０７２８ 令和５年１０

月６日） 

文書１７３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック （２０２３．１０．２７～

２０２３．１１．０２）（基礎資料２３－０８５９ 令和５年

１１月１０日） 

 

４ 原処分において各開示請求の対象として特定された本件対象文書１ 
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（１）本件請求文書１の対象として特定された文書 

ア 原処分１ 

文書１（表紙のみ。） 

イ 原処分７ 

文書１ないし文書７６（文書１の表紙を除く。） 

（２）本件請求文書２の対象として特定された文書 

ア 原処分２ 

文書７７（１枚目のみ。） 

イ 原処分８ 

文書２ないし文書８３（文書７７の１枚目を除く。） 

（３）本件請求文書３の対象として特定された文書 

ア 原処分３ 

文書８４（１枚目のみ。） 

イ 原処分９ 

文書２ないし文書１０２（文書７７及び文書８４のそれぞれ１枚目を

除く。） 

（４）本件請求文書４の対象として特定された文書 

ア 原処分４ 

文書１０３（１枚目のみ。） 

イ 原処分１０ 

文書２ないし文書１１６（文書７７、文書８４及び文書１０３のそれ

ぞれ１枚目を除く。） 

（５）本件請求文書５の対象として特定された文書 

ア 原処分５ 

文書１１７（１枚目のみ。） 

イ 原処分１１ 

文書２ないし文書１３３（文書７７、文書８４、文書１０３及び文書

１１７のそれぞれ１枚目を除く。） 

（６）本件請求文書６の対象として特定された文書 

ア 原処分６ 

文書１３４（１枚目のみ。） 

イ 原処分１２ 

文書２ないし文書１５３（文書７７、文書８４、文書１０３、文書１

１７及び文書１３４のそれぞれ１枚目を除く。） 

（７）本件請求文書７の対象として特定された文書（原処分１３） 

文書２ないし文書１７０（文書７７、文書８４、文書１０３、文書１１

７及び文書１３４のそれぞれ１枚目を除く。） 
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別表 

 

本件対象文

書 

不開示とした部分 不開示とした

理由 

文書１ ２枚目ないし４枚目のそれぞれ一部 防衛省・自衛

隊がその活動

の資とするた

めに収集・処

理した情報で

あり、これを

公にすること

により、防衛

省・自衛隊の

情報関心、情

報分析能力が

推察され、防

衛省・自衛隊

の任務の効果

的な遂行に支

障を及ぼし、

ひいては我が

国の安全が害

されるおそれ

があることか

ら、法５条３

号に該当する

ため不開示と

した。 

５枚目ないし９６６枚目のそれぞれ内容の全

て 

文書４ １枚目の一部 

２枚目ないし５枚目のそれぞれ全て 

文書５ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそれぞれ全て 

文書６ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれぞれ全て 

文書７ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ全て 

文書８ １枚目の一部 

２枚目ないし２５枚目のそれぞれ全て 

文書９ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書１０ １枚目の一部 

２枚目ないし１６枚目のそれぞれ全て 

文書１１ １枚目の一部 

２枚目ないし９枚目のそれぞれ全て 

文書１２ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそれぞれ全て 

文書１３ １枚目の一部 

２枚目ないし２１枚目のそれぞれ全て 

文書１４ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそれぞれ全て 

文書１５ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ全て 

文書１６ １枚目の一部 

文書１７ １枚目の一部 

２枚目ないし２０枚目のそれぞれ全て 

文書１８ １枚目の一部 

２枚目ないし９枚目のそれぞれ全て 

文書１９ １枚目の一部 



 

 22 

２枚目ないし７枚目のそれぞれ全て 

文書２０ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ全て 

文書２１ １枚目の一部 

２枚目ないし７枚目のそれぞれ全て 

文書２２ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれぞれ全て 

文書２３ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書２４ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書２５ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれぞれ全て 

文書２６ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそれぞれ全て 

文書２７ １枚目の一部 

文書２８ １枚目の一部 

２枚目ないし１６枚目のそれぞれ全て 

文書２９ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそれぞれ全て 

文書３０ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそれぞれ全て 

文書３１ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書３２ １枚目の一部 

文書３３ １枚目の一部 

２枚目ないし４枚目のそれぞれ全て 

文書３４ １枚目の一部 

２枚目ないし１６枚目のそれぞれ全て 

文書３５ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書３６ １枚目の一部 

２枚目ないし２０枚目のそれぞれ全て 

文書３７ １枚目の一部 

２枚目ないし４枚目のそれぞれ全て 

文書３８ １枚目の一部 

文書３９ １枚目の一部 
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２枚目ないし５枚目のそれぞれ全て 

文書４０ １枚目及び１５枚目のそれぞれ一部 

文書４１ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書４２ １枚目の一部 

２枚目ないし７枚目のそれぞれ全て 

文書４３ １枚目の一部 

文書４４ １枚目の一部 

文書４５ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ一部 

文書４６ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ一部 

文書４７ １枚目の一部 

２枚目ないし１８枚目のそれぞれ全て 

文書４８ １枚目の一部 

２枚目ないし７枚目のそれぞれ全て 

文書４９ １枚目の一部 

２枚目ないし５枚目のそれぞれ全て 

文書５０ １枚目の一部 

２枚目ないし２１枚目のそれぞれ全て 

文書５１ １枚目の一部 

文書５２ １枚目の一部 

文書５３ ２枚目、８枚目、１０枚目ないし１２枚目、

１９枚目、２０枚目、２４枚目、２７枚目、

３７枚目、４５枚目及び４７枚目のそれぞれ

一部 

文書５４ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそれぞれ全て 

文書５５ １枚目の一部 

２枚目ないし１９枚目のそれぞれ全て 

文書５６ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ全て 

文書５７ １枚目の一部 

２枚目ないし１６枚目のそれぞれ全て 

文書５８ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書５９ １枚目の一部 
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文書６０ １枚目の一部 

文書６１ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書６２ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ全て 

文書６３ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書６４ １枚目及び３枚目のそれぞれ一部 

文書６５ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれぞれ全て 

文書６６ １枚目及び２枚目のそれぞれ一部 

文書６７ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞれ全て 

文書６８ １枚目の一部 

２枚目ないし４枚目のそれぞれ全て 

文書６９ １枚目の一部 

文書７０ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書７１ １枚目の一部 

２枚目ないし２６枚目のそれぞれ全て 

文書７２ １枚目の一部 

２枚目ないし２０枚目のそれぞれ全て 

文書７３ １枚目の一部 

２枚目ないし２０枚目のそれぞれ全て 

文書７４ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書７５ １枚目の一部 

文書７６ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれぞれ全て 

文書７７ １枚目の一部 

全て（１枚目を除く。） 

文書８２ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそれぞれ全て 

文書８３ １枚目の一部 

２枚目ないし７５枚目のそれぞれ全て 

文書８４ １枚目の一部 

全て（１枚目を除く。） 
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文書１００ １枚目ないし８枚目のそれぞれ一部 

文書１０１ １枚目ないし８枚目のそれぞれ一部 

文書１０２ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそれぞれ全て 

文書１０３ １枚目の一部 

全て（１枚目を除く。） 

文書１１４ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそれぞれ全て 

文書１１５ １枚目の一部 

２枚目ないし１１枚目のそれぞれ全て 

文書１１６ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそれぞれ全て 

文書１１７ １枚目の一部 

全て（１枚目を除く。） 

文書１３２ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書１３３ １枚目の一部 

２枚目ないし２１枚目のそれぞれ全て 

文書１３４ １枚目の一部 

全て（１枚目を除く。） 

文書１４７ １枚目の一部 

２枚目ないし１７枚目のそれぞれ全て 

文書１４８ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそれぞれ全て 

文書１４９ １枚目の一部 

２枚目ないし４８枚目のそれぞれ全て 

文書１５０ ２枚目の一部 

文書１５１ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそれぞれ全て 

文書１５２ １枚目の一部 

２枚目ないし２８枚目のそれぞれ全て 

文書１５３ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそれぞれ全て 

文書１６４ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそれぞれ全て 

文書１６５ １枚目の一部 

２枚目ないし１８枚目のそれぞれ全て 
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文書１６６ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそれぞれ全て 

文書１６７ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそれぞれ全て 

文書１６８ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそれぞれ全て 

文書１６９ １枚目の一部 

２枚目ないし３１枚目のそれぞれ全て 

文書１７０ １枚目の一部 

２枚目ないし１１枚目のそれぞれ全て 

※当審査会事務局において整理した。 

※各文書の枚数の表記は、当該行政文書全体の枚数を記載している。 

 


